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大阪狭山市教育委員会  



第11回大阪狭山市教育委員会定例会議議事録 

 

                令和７年（2025年）11月19日（水） 

                午後２時00分    開議 

                市役所３階   委員会室 

 

出席委員（５名） 

  竹谷 好弘  教育長 

  山田 順久  教育長職務代理者 

  井上 寿美  委員 

  内田 幸子  委員 

  鶴川 和水  委員 

 

出席事務局の職員 

  寺下 憲志  教育監 

  山田 裕洋  教育部長 

  浜口 亮   こども政策部長 

  吉田 耕太郎 こども政策部こども家庭支援担当部長 

  山本 泰士  こども政策部理事 

  山本 一幸  教育部次長 

  岩間 かおり こども政策部次長兼こども家庭支援グループ課長 

  森口 健次  教育政策グループ課長 

  畑辻 旭秀  生涯学習グループ課長 

  牧 宏幸   こども育成グループ課長 

  神楽所 保則 教育政策グループ学校給食担当課長 

  荒川 郁代  教育政策グループ参事 

  榑本 敏彦  生涯学習グループ参事 

 

書記 

  安達 奈津芽 教育政策グループ課長補佐 



議事日程 

 

開会 

    教育長活動報告 

 

議事 

 

日程第１ 議案第20号 大阪狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関 

           する基準を定める条例について 

日程第２ 議案第21号 指定管理者の指定について 

日程第３ 議案第22号 指定管理者の指定について 

日程第４ 議案第23号 令和７年度（2025年度）大阪狭山市一般会計補正予 

           算（第７号 教育委員会関係）について 

日程第５ 報告第29号 大阪狭山市未来に輝く教育のまち条例（案）のパブ 

           リックコメントの実施について 

 

閉会 

 ○各グループの報告事項 
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教育部長（山田裕洋） 

 それでは、第11回教育委員会定例会議、教育

長、よろしくお願いいたします。 

教育長（竹谷好弘） 

 皆様、改めまして、こんにちは。 

 ただいまより令和７年の第11回の教育委員会

定例会議を開会いたします。 

 本日の出席委員数は定足数に達しております

ので、会議は成立しておりますことをご報告い

たします。 

 なお、議事録の署名委員は、会議規則により

まして、山田教育長職務代理者と井上委員を指

名いたします。 

 教育長の活動報告でございます。 

 議事日程を１枚めくっていただきまして、主

な内容をご報告いたします。 

 10月29日に総合教育会議を行いました。この

ときは、未来に輝く教育のまち条例についての

意見交換などを行いました。 

 それと同じ日ですけれども、大阪・関西万博

学習に係る教育長表敬訪問と書いておりますが、

これは、小中代表の子どもたちから万博学習の

報告を受けまして、意見交換を行ったというも

のでございます。 

 次のその下の10月30、31日は、近畿都市教育

長協議会研究協議会ということで、大津市のほ

うへ研修に参加をいたしました。 

 11月３日は表彰式ということで、式辞を述べ

ました。教育委員の皆さん、ご出席ありがとう

ございました。 

 それから11月11日、学校公開と書いておりま

す。南第三小学校、ここはＩＣＴの小規模特認

校ということで、取組の様子を見学いたしまし

た。この日、同時に四條畷市からの教育委員会

の視察もございまして、教育長はじめ教育委員

会の方々が見に来られ、対応したというところ

でございます。 

 その他、各種会議等に出席しております。 

 報告は以上でございます。よろしいでしょう

か。 

 それでは、早速ですけれども、議事に移りた

いと思います。 

 本日の議案です。日程第１、議案第20号、大

阪狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例についてを議題といた

します。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

こども育成グループ課長（牧宏幸） 

 それでは、大阪狭山市乳児等通園支援事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例につき

ましてご説明をいたします。 

 少し長くなりますので、座ってご説明させて

いただきます。 

 まず、本条例につきましては、９月の定例会

におきましてご案内をさせていただきましたよ

うに、本条例の新規制定に際しまして、令和７

年10月６日月曜日から27日月曜日までの間でパ

ブリックコメントを実施させていただきました。

こちらについては意見がございませんでしたの

で、そのときにご案内をさせていただきました

素案を修正することなく、議案として提案をし

ております。 

 それでは、制定の内容等につきましてご説明

をさせていただきます。 

 資料につきましては、２ページ、条例案のと

ころをご覧ください。 

 まず、制定の理由でございますけれども、令

和６年６月12日に公布されました子ども・子育

て支援法等の一部を改正する法律により児童福

祉法が改正され、乳児等通園支援事業が創設さ

れたことに伴い、市町村については、乳児等通

園支援事業の設備及び運営について条例で基準

を定めなければならないとされたことから、本
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市においても、同法第34条16第１項の規定に基

づきまして本条例を制定するものでございます。 

 次に、制定する条例の概要でございます。ペ

ーパーにございますように、まず本条例につき

ましては、本市が本事業の認可の適否を判断す

るため、乳児等通園支援事業を行う事業者が遵

守するべき設備及び運営に関する基準を定める

ものでございます。条例の制定に当たっては、

児童福祉法の規定によりまして、内閣府令に従

い、または、これを参酌することとされており

まして、本市においては特段の事情がないため、

国が策定した乳児等通園支援事業の設備及び運

営に関する基準のとおりとしております。 

 制定する条例案でございますけれども、まず

第１条といたしまして、条例の趣旨について定

めることといたしました。 

 続きまして、第２条関係といたしまして、条

例で使用する用語の定義について定めることと

いたしました。 

 第３条関係といたしまして、乳児等通園支援

事業の設備及び運営に関する基準につきまして

は、第４条に定めるもの以外については、内閣

府令の規定によることといたしました。 

 続いて、第４条関係といたしまして、乳児等

通園支援事業者は、暴力団等に該当してはなら

ないことといたしました。 

 続いて、附則第２項関係でございます。 

 こちらについては、３ページの新旧対照表も

一緒にご覧いただければと思いますけれども、

第２項関係といたしまして、本条例の制定に伴

いまして、大阪狭山市附属機関設置条例に定め

る大阪狭山市児童福祉審議会の所掌事務に乳児

等通園支援事業の認可についての審議を加える

ことといたしました。 

 なお、施行期日については、公布の日から施

行することとしております。 

 参考資料といたしまして、国の定めておりま

す基準を添付させていただいております。こち

らの個別の内容につきましては、９月のパブリ

ックコメントの際に内容についてはご説明をさ

せていただいておりますので、本日は割愛をさ

せていただきたいと思います。 

 なお、直前になりまして資料のほう差し替え

をさせていただきましたが、こちらについては、

国の基準が11月14日付におきまして改正がなさ

れたというところで、資料の差し替えをさせて

いただいております。 

 この資料の改正の内容につきましては、基本

的なところについては、文言、特に乳児等通園

支援事業者と事業所という言葉の使い分けのと

ころの整理等、国のほうで整理された部分が改

正の内容となっておりまして、大きくこの事業

の基準を変更するものではございませんので、

ご理解いただければと思います。 

 以上、簡単ではございますけれども、ご説明

とさせていただきます。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問等

ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ないようでございますので、本案を原案のと

おり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 本案については可決されました。 

 続きまして、日程第２、議案第21号、指定管

理者の指定についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

生涯学習グループ課長（畑辻旭秀） 

 それでは、生涯学習グループよりご説明させ

ていただきます。 

 資料につきましては、４ページ、５ページに

なります。 

 こちら、議案第21号、指定管理者の指定につ
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いてと議案第22号につきましては、関係する議

案になりますので、併せてご説明をさせていた

だきます。 

 こちらの議案につきましては、大阪狭山市立

公民館及び大阪狭山市立社会教育センターと大

阪狭山市立図書館の指定管理者の指定について

でございます。 

 これら市立公民館、図書館や社会教育センタ

ーを含めた本市の多くの公共施設につきまして

は、1970年代に建設されたものが多く、建物や

設備の老朽化が一斉に進んでいる状況から、令

和５年３月に策定された大阪狭山市公共施設再

配置方針において、令和５年度から令和14年度

までの10年間の短期的な期間で再配置、施設の

機能の見直しや建て替えの検討を行う施設とし

て位置づけられております。 

 さらに、令和６年９月に策定されました大阪

狭山市の公共施設再配置計画第一期（2025年度

～2032年度）の計画及び令和７年度３月に策定

されました今熊地区周辺エリア複合施設整備事

業基本構想によりまして、これらの施設と同様

に老朽化が進んでおります福祉施設とその機能

を集約、複合した新たな複合施設を建設するこ

とにより、施設の総面積の圧縮を図りながら、

機能の充実、サービスの向上を目指すことが示

されました。 

 これに伴いまして、基本構想で提示されまし

た今後の想定スケジュールに基づきまして、新

たな複合施設は令和12年度にオープンする予定

となっておりまして、現施設からの円滑な移行

と、これまで長年にわたって蓄積された管理運

営ノウハウを活用することによりまして、利用

者に対する安定した行政サービスの提供を期待

し、お手持ちの資料の４ページと５ページの議

案のとおり、大阪狭山市立公民館、大阪狭山市

立社会教育センターにつきましてはアクティオ

株式会社、大阪狭山市立図書館につきましては

株式会社図書館流通センターと、それぞれ現指

定管理者を公募によらない候補者として指定す

ることを提案するものでございます。 

 本日ご承認いただきましたら、指定管理者の

候補として12月の定例議会に議案として提案し、

可決後、協定の締結を経て、令和８年４月１日

から３年間、指定管理者として当該施設の管理

運営を行っていただくことになります。 

 以上、簡単な説明ではございますが、ご審議、

ご承認くださいますようよろしくお願いいたし

ます。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明は議案第21号と第22号の説明

が同時にされておりますので、質疑についても

両方併せての質疑ということにさせていただき

ます。 

 何かご質問等ございますでしょうか。よろし

いでしょうか。 

 それでは、採決は１議案ずついきます。 

 議案第21号、指定管理者の指定について可決

することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 本案については可決されました。 

 議案第22号、指定管理者の指定についてを議

題といたしまして採決をしたいと思います。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 本案については可決されました。 

 続きまして、日程第４、議案第23号、令和７

年度（2025年度）大阪狭山市一般会計補正予算

（第７号 教育委員会関係）についてを議題と

いたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 
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教育政策グループ課長（森口健次） 

 それでは、日程第４、議案第23号、令和７年

度（2025年度）大阪狭山市一般会計補正予算

（第７号 教育委員会関係）につきましてご説

明いたします。 

 本件につきましては、予算関連所属が複数ご

ざいますので、教育政策グループから一括して

ご説明いたします。 

 資料につきましては、令和７年度大阪狭山市

一般会計補正予算（第７号 教育委員会関係）

をご覧ください。 

 まず、歳入でございます。 

 資料７ページをご覧ください。 

 国庫支出金の民生費国庫負担金、児童福祉費

負担金、児童手当国庫負担金（過年度追加交付

分）につきましては、令和６年度児童手当支給

額に対する追加交付といたしまして242万8,000

円を計上するものでございます。 

 次に、同じ項目の児童扶養手当国庫負担金

（過年度追加交付分）につきましても、令和６

年度児童扶養手当支給額に対する追加交付とい

たしまして72万1,000円を計上するもので、歳

入合計314万9,000円の増額補正でございます。 

 次に、歳出でございますが、８ページをご覧

ください。 

 まず、民生費の児童福祉管理事業では、延長

保育事業や放課後児童健全育成事業等に対する

子ども・子育て支援交付金超過交付返還金で

766万1,000円、民間保育園等対策事業では、保

育体制強化事業に対する保育対策総合支援事業

費国庫補助金超過交付返還金で202万3,000円、

児童福祉施設入所事業では、児童福祉施設入所

費国庫負担金超過交付返還金で25万3,000円、

同じく府費負担金超過交付返還金で12万7,000

円、母子家庭等対策総合支援事業では、母子家

庭等対策総合支援事業費国庫補助金超過交付返

還金で247万1,000円、子ども・子育て支援給付

事業では、施設型給付費等に対する子どものた

めの教育・保育給付費国庫負担金超過交付返還

金で3,207万7,000円、同じく府負担金超過交付

返還金で2,440万8,000円、子育てのための施設

等利用給付費国庫負担金超過交付返還金で34万

8,000円、同じく府負担金超過交付返還金で17

万4,000円、児童手当支給事業では、子ども・

子育て支援事業費補助金超過交付返還金で10万

2,000円を計上するものでございます。 

 次に、教育費の幼稚園振興費、子ども・子育

て支援給付事業では、施設型給付費等に対する

子どものための教育・保育給付費国庫負担金超

過交付返還金で708万1,000円、同じく府負担金

超過交付返還金では354万1,000円、子育てのた

めの施設等利用給付費国庫負担金超過交付返還

金で194万5,000円、同じく府負担金超過交付返

還金で97万3,000円を計上し、歳出合計といた

しまして8,318万4,000円の増額補正でございま

す。 

 私からの説明は以上でございます。ご質問等

ございましたら、各担当グループから詳細につ

きましてご説明をいたしますので、よろしくお

願いいたします。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問等

ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、本案を原案のとおり可決すること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 本案については可決されました。 

 続きまして、日程第５、報告第29号、大阪狭

山市未来に輝く教育のまち条例（案）のパブリ

ックコメントの実施についてを議題といたしま

す。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 
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教育政策グループ参事（荒川郁代） 

 日程第５、報告第29号、大阪狭山市未来に輝

く教育のまち条例（案）のパブリックコメント

の実施について説明させていただきます。 

 資料は９ページ、10ページ、別紙の資料の１

から６でございます。 

 条例案につきましては、10月29日の総合教育

会議において、事務局から、別紙で添付してお

ります資料の３から６のアンケートの結果を説

明し、教育委員としてのご意見を頂戴し、市長

の考え方も示し、条例の再提案に向けた意見交

換を行ったところです。 

 これを受けて、資料１が条例案、資料２が条

例の逐条解説となっております。 

 この条例案のパブリックコメントを実施し、

皆様から広くご意見を募集するものでございま

す。 

 公表方法は、市ホームページに掲載するとと

もに、市役所教育政策グループ、情報公開コー

ナー、ニュータウン連絡所、市民活動支援セン

ター、市立公民館、図書館等で閲覧していただ

けます。 

 募集期間は、令和７年12月１日から令和８年

１月５日の必着でございまして、期間中に到達

したご意見を対象といたします。 

 応募資格は、市内在住・在勤・在学の方、利

害関係者などでございます。 

 応募方法は、オンライン、市ホームページの

ＬｏＧｏフォーム、持参、郵送、ファクシミリ、

電子メールで、住所、名前、電話番号、通勤・

通学の場合は会社名、学校名、団体の場合は団

体名で、ご意見を添付しての提出となります。 

 いただいたご意見は、個別の回答は行いませ

んが、１月の教育委員会議で主な意見と市の考

え方をお示しし、市ホームページで一定期間公

表し、３月定例月議会に提案いたします。 

 以上、非常に簡単な説明ではございますが、

ご報告いたします。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問等

ございますでしょうか。よろしいですか。 

 ないようでございますので、本件は以上でご

ざいます。 

 本日の議案は、以上でございます。 

 これをもちまして、本日の定例会議を閉会い

たします。 

                  以上 

 

会議の経過を記載し、その相違ないことを証す

るため、署名する。 

  教育委員会教育長 

 

  教育委員会教育長職務代理者 

 

  教育委員会 委員 

 

  教育委員会事務局職員 


